
 

 

第１号様式（第３条関係） 

 

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿  

開 始 ・ 変 更 ・ 廃 止 
 ☑ 開始   □ 変更   □ 廃止 

   令和５年（２０２３年）４月１日 

個人情報ファイルの  

名 称 
在外選挙人名簿作成事務 

実 施 機 関 の 名 称 八王子市選挙管理委員会 

個人情報ファイルが  

利用に供される事務を 

つかさどる組織の名称 

選挙管理委員会事務局選挙課 

個人情報ファイルの  

利 用 目 的 
公職選挙法に基づき行う在外選挙人名簿の作成のため 

記 録 項 目 

１照会番号、２在外選挙人証番号、３指定投票区、４選

挙人名簿システムにおける宛名番号、５カナ氏名、６漢

字氏名、７生年月日、８性別、９登録区分、１０最終住

所地、１１転出届の有無、１２転出日、１３転出届出

日、１４本籍地、１５登録地域、１６登録国、１７登録

（経由）領事館、１８現住所、１９申請書受領（受付）

日、２０本籍地照会日、２１本籍地照会回答日、２２本

籍地照会回答内容、２３不登録通知発送日、２４不登録

事由、２５不登録自治体住所、２６備考、２７名簿登録

年月日、２８在外選挙人証発送日、２９再交付送付先、

３０本籍地宛通知日、３１登録取消区分、３２登録抹消

区分、３３登録抹消年月日、３４登録抹消通知日、３５

在外選挙人証返却日、３６国内転入住所、３７住所イメ

ージ、３８送付先イメージ、３９署名イメージ、４０申

請書収受日 

記 録 範 囲 
在外選挙人名簿登録申請者、在外選挙人名簿登録移転申

請者 

個人情報を取り扱う 

事 務 の 委 託 の 有 無 
 ☑ 有   □ 無    

記録情報の収集方法 本人からの提出書類 

要配慮個人情報の有無  □ 有   ☑ 無    

記 録 情 報 の 

経 常 的 提 供 先 

在外選挙人名簿システム保守業者、在外選挙人名簿抄本

閲覧申出者 

開示請求等を受理する 

組織の名称及び所在地 

（名 称）選挙管理委員会事務局選挙課 

（所在地）八王子市元本郷町３丁目２４番１号 



 

 

訂正及び利用停止に 

関する他の法令の規定 

による特別の手続等 

公職選挙法（昭和二十五年法律第百号）第３０条の１３

第２項において準用する同法第２９条第２項により、記

録項目の６、７、８、１０、１４、１７について、調査

の請求ができる。 

個人情報ファイルの 

種 別 

 ☑ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル） 

   政令第２１条第７項に該当するファイル 
   ☑ 有   □ 無 

 □ 法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイ
ル） 

備 考 なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

第１号様式（第３条関係） 

 

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿  

 

開 始 ・ 変 更 ・ 廃 止 
 ☑ 開始   □ 変更   □ 廃止 

   令和５年（２０２３年）４月１日 

個人情報ファイルの  

名 称 
選挙人名簿作成事務 

実 施 機 関 の 名 称 八王子市選挙管理委員会 

個人情報ファイルが  

利用に供される事務を 

つかさどる組織の名称 

選挙管理委員会事務局選挙課 

個人情報ファイルの  

利 用 目 的 
公職選挙法に基づき行う選挙人名簿の作成 

記 録 項 目 

１住所コード、２世帯コード、３続柄コード、４生年月

日、５宛名番号、６名簿番号、７性別、８カナ氏名、９

漢字氏名、１０郵便番号、１１現住所、１２本籍地、１

３筆頭者氏名、１４異動届出日、１５異動日予定日、１

６異動日確定日、１７異動区分、１８異動事由、１９市

外異動先住所、２０転入届出日、２１転入日、２２市外

前住所、２３処理登録日時、２４在住フラグ、２５DV

フラグ、２６取得不可フラグ、２７国籍フラグ、２８氏

名パスポート名、２９氏名正字、３０氏名通称名、３１

在留資格、３２郵便等投票申請日、３３郵便等投票証明

書交付年月日、３４郵便等投票証明書有効期限、３５郵

便等投票申請区分、３６障害の程度、３７障害者手帳番

号、３８郵便等投票申請者連絡先、３９郵便等投票無効

（削除）日、４０郵便等投票用紙送付先住所、４１郵便

等投票における代理投票の可否、４２郵便等投票におけ

る代理記載人の氏名、４３郵便等投票における代理記載

人の住所、４４郵便等投票における代理記載人の生年月

日、４５郵便等投票における代理記載人の連絡先、４６

郵便等投票における代理記載人の届出日、４７罪名、４

８裁判の日、４９判決確定日、５０裁判所名、５１裁判

区分、５２刑番号、５３刑名、５４刑期・金額、５５執

行猶予年月日、５６法定通算日数、５７裁定算入日数、

５８通算区分、５９失権通知受理日、６０復権通知受理

日、６１投票区、６２投票状態、６３投票日、６４投票

場所、６５投票方法、６６不在者投票日、６７不在者投

票場所、６８不在者投票方法、６９返票事由、７０返票

受付日、７１返票受付場所、７２裁判員候補者予定者の

別、７３検察審査員候補者予定者の別 



 

 

記 録 範 囲 住民基本台帳に登録されている者 

個人情報を取り扱う 

事 務 の 委 託 の 有 無 
 ☑ 有   □ 無    

記録情報の収集方法 

住民基本台帳サーバからのデータの提供、郵便等投票申

請者からの提出書類、本籍地・失権者の前住所地からの

通知 

要配慮個人情報の有無  ☑ 有   □ 無    

記 録 情 報 の 

経 常 的 提 供 先 

選挙人名簿抄本作成業者、選挙人名簿抄本閲覧申出者、

選挙人名簿システム保守業者、立川検察審査会事務局、

東京地方裁判所立川支部刑事訟廷裁判員係 

開示請求等を受理する 

組織の名称及び所在地 

（名 称）選挙管理委員会事務局選挙課 

（所在地）八王子市元本郷町３丁目２４番１号 

訂正及び利用停止に 

関する他の法令の規定 

による特別の手続等 

公職選挙法（昭和二十五年法律第百号）第２９条第２項

の規定により、記録事項の４、７、８、９、１１につい

て、調査の請求ができる。 

個人情報ファイルの 

種 別 

 ☑ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル） 

   政令第２１条第７項に該当するファイル 
   ☑ 有   □ 無 

 □ 法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイ
ル） 

備 考  

  


